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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１パケット断片を受信し、
　前記第１パケット断片がパケットの一部分であることを決定し、
　前記第１パケット断片がベアラ情報を与える情報を含むかどうかをチェックし、
　前記情報を記憶し、
　前記第１パケット断片を前記ベアラ情報により与えられたベアラに関する前記情報に基
づいて転送し、
　前記情報を含まない第２パケット断片を受信し、
　前記第２パケット断片が前記パケットの一部分であるかどうかチェックし、
　前記第２パケット断片を前記ベアラ情報により与えられたベアラに関する前記記憶され
た情報に基づいて転送する、
という段階を含み、
　前記第２パケット断片が前記第１パケット断片の前に受信されたときには、前記第１パ
ケット断片が受信されるまで前記第２パケット断片が記憶される、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記情報は、ソースアドレス、行先アドレス、及び断片ヘッダにおける識別のうちの少
なくとも１つである請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記記憶する段階は、ソースアドレス、行先アドレス、及び、断片ヘッダにおける識別
のうちの少なくとも１つを記憶することを含む、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記パケット断片に含まれた断片化関連情報を記憶する段階を更に含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ベアラ情報を含むパケット断片が受信された後に別のパケット断片を受信し、前記
別のパケット断片を前記ベアラ情報に基づいて転送する段階を更に含む、請求項１から請
求項４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　相互に関連したパケット断片の第１セットを転送する方法であって、該第１セットは、
相互に関連したパケット断片の第２セットを含み、該第２セットのパケット断片は、前記
パケット断片のベアラ情報を与える情報を含み、パケット断片のうち前記第１セットのパ
ケット断片であって前記第２セットのパケット断片でないパケット断片は、前記情報を含
んでおらず、前記パケット断片の第２セットは、少なくとも１つのパケット断片を含み、
前記方法は、
　前記パケット断片の少なくとも１つを受信し、
　前記少なくとも１つのパケット断片が前記相互に関連したパケット断片の第１セットに
属することを決定し、
　前記少なくとも１つのパケット断片が前記パケットエンティティの第２セットに属さな
いことを決定し、
　前記少なくとも１つのパケット断片を記憶し、
　少なくとも１つの更に別のパケット断片を受信し、
　前記受信された少なくとも１つの更に別のパケット断片が前記パケット断片の第２セッ
トに属することを決定し、
　前記ベアラ情報により与えられたベアラに関する前記少なくとも１つの更に別のパケッ
ト断片に含まれた前記情報に基づいて前記パケット断片の第１セットを転送する、
という段階を含み、
　前記少なくとも１つのパケット断片は、前記ベアラ情報が決定されるまで記憶される、
ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのパケット断片が所定時間中記憶されかつ前記所要のベアラ情報が決定
されないときには、前記少なくとも１つのパケット断片が送信される際に従うベアラ情報
が選択され、前記少なくとも１つのパケット断片が前記ベアラ情報に従って送信される、
請求項５又は請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１つのパケット断片が所定時間中記憶されかつ前記所要のベアラ情報が決定
されないときには、前記少なくとも１つのパケットが記憶装置から除去される、請求項５
から請求項７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのパケット断片を記憶する記憶装置が所定量以上のデータを記憶し
ている場合には、前記少なくとも１つのパケット断片が送信される際に従うベアラ情報が
選択され、前記少なくとも１つのパケット断片が前記選択されたベアラ情報に従って送信
される、請求項５から請求項８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのパケット断片を記憶する記憶装置が所定量以上のデータを記憶し
ている場合には、前記少なくとも１つのパケットが前記記憶装置から除去される、請求項
６から請求項９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１つのパケット断片のヘッダからの情報が記憶される、請求項６から請求項
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１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記記憶された情報は、ソースアドレス、行先アドレス及び識別情報のうちの少なくと
も１つを含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ベアラ情報は、ＰＤＰコンテクストを含む請求項６から請求項１２のいずれかに記
載の方法。
【請求項１４】
　複数の関連パケット断片を転送するための装置であって、前記パケット断片のうちの１
つ又は幾つかのパケット断片のみがベアラ情報を与える情報を含み、前記装置は、
　前記複数のパケット断片を受信する手段と、
　前記複数のパケット断片のうちの１つ又は幾つかのパケット断片のみに含まれた前記ベ
アラ情報から所要のベアラを決定する手段と、
　前記複数の関連パケット断片を前記ベアラに基づいて転送する手段と、
を備えたことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　前記装置は、パケット交換ネットワークにおけるノードとして使用できる請求項１４に
記載の装置。
【請求項１６】
　前記ネットワークは、ＧＰＲＳネットワークである請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　上記装置は、ＧＧＳＮである請求項１４から請求項１６のいずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　所要のベアラによりパケットを転送するための方法であって、
　（ａ）第１のパケットを受信し、
　（ｂ）前記第１のパケットが断片化されたパケットであるかどうかチェックし、もしそ
うであれば、
　（ｃ）前記第１のパケットが、前記所要のベアラの選択に関連した情報を含むかどうか
チェックし、もしそうであれば、
　前記第１のパケットに含まれた断片化関連情報を記憶し、
　前記第１のパケットを前記所要のベアラへ転送し、
　第２のパケットを受信し、
　前記第２のパケットを、前記第１のパケットからの断片化関連情報に基づいて前記所要
のベアラへ転送する、
という段階を含むことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　所要のベアラによりパケットを転送するための方法であって、
　（ａ）パケットを受信し、
　（ｂ）前記パケットが断片化されたパケットであるかどうかチェックし、もしそうであ
れば、
　（ｃ）前記パケットが、前記所要のベアラの選択に関連した情報を含むかどうかチェッ
クし、もしそうでなければ、
　前記パケットに含まれた断片化関連情報を記憶し、
　前記パケットを記憶し、
　前記所要のベアラの選択に関連した情報を含む別のパケットを受信し、
　前記別のパケット及び前記記憶されたパケットを前記所要のベアラへ転送する、
という段階を含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　相互に関連したパケット断片の第１セットを転送する装置であって、該第１セットは、
相互に関連したパケット断片の第２セットを含み、該第２セットのパケット断片は、ベア
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ラ情報を与える情報を含み、前記パケット断片の第２セットは、少なくとも１つのパケッ
ト断片を含み、前記装置は、
　前記パケット断片の少なくとも１つを受信する手段と、
　前記少なくとも１つのパケット断片が前記相互に関連したパケット断片の第１セットに
属することを決定する手段と、
　前記少なくとも１つのパケット断片が前記パケット断片の第２セットに属さないことを
決定する手段と、
　前記少なくとも１つのパケット断片を記憶する手段と、
　少なくとも１つの更に別のパケット断片を受信する手段と、
　前記受信された少なくとも１つの更に別のパケット断片が前記パケット断片の第２セッ
トに属することを決定する手段と、
　前記ベアラ情報により与えられたベアラにより前記少なくとも１つの更に別のパケット
断片に含まれた前記情報に基づいて前記パケット断片の第１セットを転送する手段と、
を備えたことを特徴とする装置。
【請求項２１】
　前記ベアラ情報がＰＤＰコンテキスト情報を含む、請求項１４から請求項１７に記載の
装置。
【請求項２２】
　前記ベアラ情報がＰＤＰコンテキスト情報を含む、請求項１８又は請求項１９に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレコミュニケーションシステムにおいてパケットエンティティを指向する
ための方法及び装置に係る。
【背景技術】
【０００２】
　テレコミュニケーションネットワークは、通常、ネットワークの種々の要素が何を行う
ことが許されそしてそれをどのように達成すべきか規定する所与の規格又は仕様に基づい
て動作する。例えば、この規格又は仕様は、ユーザ、又はより詳細には、ユーザ装置又は
ターミナルに、回路交換及び／又はパケット交換サービスが提供されるかどうか規定して
もよい。又、この規格又は仕様は、接続に対して使用すべき通信プロトコル及び／又はパ
ラメータを規定してもよい。換言すれば、この規格及び／又は仕様は、通信の基礎となる
「ルール」を規定する。ワイヤレス通信のための種々の規格及び／又は仕様は、例えば、
ＧＳＭ（移動通信用のグローバルシステム）又は種々のＧＳＭベースのシステム（例えば
、汎用パケット無線サービスＧＰＲＳ）、ＡＭＰＳ（アメリカン移動電話システム）、Ｄ
ＡＭＰＳ（デジタルＡＭＰＳ）、ＷＣＤＭＡ（ワイドバンドコード分割多重アクセス）又
はＴＤ／ＣＤＭＡインＵＭＴＳ（時分割／コード分割多重アクセス・イン・ユニバーサル
移動テレコミュニケーションシステム）、ＩＭＴ２０００、等々の仕様を含むが、これら
に限定されない。
【０００３】
　典型的なワイヤレスセルラー通信システムでは、ベースステーションがワイヤレスイン
ターフェイスを経て移動ステーション又は同様のターミナル装置（ＧＳＭでは移動ステー
ションＭＳ、ＵＭＴＳではユーザ装置ＵＥ）にサービスする。セルラーシステムの各セル
は、適当なトランシーバ装置によりサービスすることができる。例えば、ＷＣＤＭＡ無線
アクセスネットワークでは、セルがノードＢによりサービスされ、該ノードＢは、無線ネ
ットワークコントローラ（ＲＮＣ）ノード称される要素に接続されて、それにより制御さ
れる。ＧＳＭ無線ネットワークでは、セルがベースステーション（ＢＴＳ）によりサービ
スされ、該ベースステーションは、ベースステーションコントローラ（ＢＳＣ）ノードに
接続されて、これにより制御される。ＢＳＣ／ＲＮＣ要素は、移動交換センター（ＭＳＣ
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）、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）又は同様のファシリティに接続され
て、これらにより制御されてもよい。ネットワークのコントローラは、通常、相互接続さ
れ、そしてセルラーネットワークを他のネットワーク、例えば、インターネットやイント
ラネットのような回路又はパケット交換電話又はデータネットワークに接続するために、
１つ以上のゲートウェイ、例えば、ゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）又はゲートウェイＧ
ＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）が設けられてもよい。ゲートウェイノードは、別のネ
ットワークに対するそのネットワークの１つ又は多数のアクセスポイント、即ち２つのネ
ットワーク間の接続ポイントを与える。
【０００４】
　上述したように、テレコミュニケーションネットワークは、ワイヤレスパケット交換サ
ービスを提供することができる。このようなネットワークは、例えば、ＧＰＲＳ（汎用パ
ケット無線サービス）ネットワーク、ＥＤＧＥ（エンハンストデータレート・フォア・Ｇ
ＳＭエボリューション）移動データネットワーク、或いは適当な第三世代テレコミュニケ
ーションシステム、例えば、ＣＤＭＡ（コード分割多重アクセス）、ＷＣＤＭＡ（ワイド
バンドコード分割多重アクセス）又はＴＤＭＡ（時分割多重アクセス）ベースの第三世代
テレコミュニケーションシステムで、ユニバーサル移動テレコミュニケーションシステム
（ＵＭＴＳ）とも称されるシステムを含む。これらは、全て、移動ステーションへの及び
移動ステーションからのデータの転送に関連している。例えば、ＧＳＭ（移動通信用のグ
ローバルシステム）規格に関連してＧＰＲＳ規格が設けられる。ＧＳＭ規格は、回路交換
サービスであり、元々、スピーチサービス用に設計されている。ＧＳＭ規格及びＧＰＲＳ
規格には共通要素がある。ＧＰＲＳネットワークは、例えば、３ＧＰＰ技術仕様書３Ｇ　
ＴＳ２３．０６０、バージョン３．２．０、「General Packet Radio Service (GPRS); S
ervice description; Stage 2」、２０００年１月号に詳細に説明されている。この文書
は、参考としてここに援用する。通常、ワイドバンドコード分割多重アクセスを使用する
第三世代規格ＵＭＴＳに使用するためのＧＰＲＳ規格の応用編も提案されつつある。ＵＭ
ＴＳのパケットデータ部分は、前記２３．０６０仕様書に含まれており、即ち２３．０６
０は、ＵＭＴＳ及びＧＰＲＳの両方のパケット交換データに適用される。
【０００５】
　データパケットは、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテクストにおいてネット
ワークを経て転送されてもよい。より詳細には、ＰＤＰコンテクストとは、パケット交換
ネットワーク（例えば、ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳネットワーク）を経て延びるデータ接続の部
分を指す。ＰＤＰコンテクストは、ワイヤレスステーションからＧＧＳＮのようなゲート
ウェイノードのアクセスポイントへの論理的接続とみなすことができ、このアクセスポイ
ントは、例えば、ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ移動ネットワークと外部データネットワークとの間
の接続ポイントである。又、ＰＤＰコンテクストは、論理的接続という語に代わって、ア
クセスポイントとユーザとの間の論理的関連性と称されてもよい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　二次のＰＤＰコンテクストをもつことが提案されている。一次のＰＤＰコンテクストは
、特定のＰＤＰ（又はＩＰ）アドレスに対して確立された第１のＰＤＰコンテクストであ
る。同じアドレス及びＡＰＮに対して更に別のＰＤＰコンテクストがあってもよい。それ
らは、二次のＰＤＰコンテクストと称される。現在提案されているＧＰＲＳシステムでは
、ＧＧＳＮのようなゲートウェイノードは、ＩＰアドレスと共に受信されるダウンリンク
（即ちベースステーションからユーザ装置への方向における）ＩＰパケットを分類して、
これらＩＰパケットを正しいＰＤＰコンテクストにおいて搬送しなければならない。しか
しながら、この提案には、パケットが断片化された場合に、ＧＧＳＮによるパケット分類
がうまく機能しないという問題がある。これは、ＧＧＳＮがＴＦＴ（トラフィックフロー
テンプレート）情報及びＰＤＰアドレスを使用してパケットを分類するためである。移動
装置等は、ＴＦＴを伴わないせいぜい１つのＰＤＰコンテクストを有してもよいが、同じ
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ＰＤＰアドレスをもつ他のＰＤＰコンテクストはＴＦＴを有していなければならないこと
が明らかである。ＴＦＴは、ＩＰ及び搬送層において得られる情報、例えば、ＴＣＰ又は
ＵＤＰ、ヘッダ、例えば、ソースアドレス、ソースポート及び行先ポートを含む。
【０００７】
　ダウンリンクＩＰパケットが断片化された場合には、それにより生じる全ての断片にお
いて搬送ヘッダが得られない。従って、ＧＧＳＮが、搬送ヘッダ情報に基づいてＩＰパケ
ットを分類すべき場合には（例えば、ＰＤＰアドレスを伴うＰＤＰコンテクストのいずれ
かが、搬送ヘッダ情報を伴うＴＦＴを含む場合には）、ＧＧＳＮは、間違ったＰＤＰコン
テクストにおいて搬送ヘッダを含まない断片を送信することがある。
【０００８】
　例えば、移動ステーションが、ＴＦＴを伴わないＰＤＰコンテクスト、ＴＦＴにソース
ポート１２３４を伴うＰＤＰコンテクスト、及びＴＦＴにソースポート５６７８を伴うＰ
ＤＰコンテクストを有する場合には、ＧＧＳＮは、第１のＰＤＰコンテクストに搬送ヘッ
ダを伴わない断片を送信し、一方、ソースポート１２３４又はソースポート５６７８を伴
う搬送ヘッダを含む断片が、搬送ヘッダのソースポートに基づいて第２又は第３のＰＤＰ
コンテクストにおいて送信される。
【０００９】
　上述した例では、移動ステーションは、それがＴＦＴを伴わないＰＤＰコンテクスト（
即ち第１のＰＤＰコンテクスト）をもたない場合に、搬送ヘッダを伴わない断片を全く受
け取らない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態の目的は、前記問題の１つ又は多数に対処することである。
　本発明の態様によれば、１組のベアラの所要のベアラへパケットを指向するための方法
であって、
　（ａ）パケットを受け取り、
　（ｂ）パケットが断片化されたパケットであるかどうかチェックし、もしそうであれば
、
　（ｃ）パケットが、正しいベアラの選択に関連した情報を含むかどうかチェックし、も
しそうであれば、
　そのパケットを正しいベアラへ転送し、
　そのパケットに含まれた断片関連情報を記憶し、
　第２のパケットを受け取り、
　前記第２のパケットを、前記断片関連情報に基づいて正しいベアラへ転送し、
そしてもしそうでない場合には、
　そのパケットに含まれた断片関連情報を記憶し、
　前記パケットを記憶し、
　正しいベアラの選択に関連した情報を含む別のパケットを受け取り、
　前記別のパケット及び前記記憶されたパケットを正しいベアラへ転送する、
という段階を備えた方法が提供される。
【００１１】
　本発明を良く理解すると共に、本発明を実際にいかに実施するか示すために、添付図面
を参照して一例として以下に詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の実施形態を使用できる通信システムを示す図１を参照して説明する。このシス
テムは、ユーザ１に対してワイヤレスパケット交換サービスを提供することができる。こ
の通信システムによりカバーされるエリアは、複数のセル又は同様のアクセスエンティテ
ィ（図示せず）に分割されてもよい。各セルにはベースステーション６が関連される。ネ
ットワークにより使用される規格に基づき、ベースステーションは、例えば、第三世代規
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格ではノードＢとも称される。ベースステーションという語は、ここでは、エアインター
フェイスを経てワイヤレスステーション等に送信する全ての要素を包含するものとして使
用される。移動ステーション１、即ちワイヤレスユーザ装置は、各ベースステーションと
通信するように構成される。移動ステーションという語は、ポータブルデータ処理装置や
ウェブブラウザのような適当な形式のワイヤレスユーザ装置を網羅することが意図される
と理解されたい。
【００１３】
　本発明の実施形態は、ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動テレコミュニケーションシステム）
及びＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）、並びにパケットデータを伴う通信について
説明する。しかしながら、本発明の実施形態は、パケットデータを取り扱う他の通信シス
テムにも適用できることが明らかであろう。
【００１４】
　ＵＭＴＳネットワークシステム２の要素について以下に詳細に説明する。移動ステーシ
ョン又はユーザ装置１は、エアインターフェイスを経て各ベースステーション６と通信す
るように構成される。ベースステーションは、無線ネットワークコントローラＲＮＣ７に
より制御される。無線ネットワークコントローラＲＮＣ及びベースステーションは、無線
ネットワークサブシステムＲＮＳ８又は無線アクセスネットワークＲＡＮと称されること
もある。ＵＭＴＳネットワークには、通常、２つ以上のＲＮＣが設けられ、そして各無線
ネットワークコントローラは、一般に、２つ以上のベースステーション６を制御するよう
に構成されるが、図１には１つのベースステーションしか示されていないことを理解され
たい。ＲＮＳの要素は、ＲＮＣ及びベースステーションのいずれか又は両方に含むことが
できる。これは、実施上の問題である。又、ＲＮＣ及びベースステーションの複合製品を
もつことも考えられる。この場合に、ＲＮＳの要素は、この複合製品に含ませることがで
きる。
【００１５】
　無線ネットワークサブシステム８は、ＳＧＳＮ（サービングＧＰＲＳサポートノード）
１４に接続されてもよい。ＳＧＳＮ１４は、移動ステーションの位置を追跡し、セキュリ
ティ機能及びアクセス制御を実行する。ＳＧＳＮの機能は、例えば、３ＧＰＰ仕様書２３
．０６０に詳細に規定されている。ＳＧＳＮ１４は、ＧＧＳＮ（ゲートウェイＧＰＲＳサ
ポートノード）１６に接続される。ＧＧＳＮ１６は、外部のパケット交換ネットワーク３
とのインターワーキングを与える。換言すれば、ＧＧＳＮ１６は、ＵＭＴＳネットワーク
２と、ＩＰベースのデータネットワークのような外部データネットワーク３との間のゲー
トウェイとして働く。又、典型的なＧＧＳＮの機能も、前記３ＧＰＰ仕様書に規定されて
いる。
【００１６】
　図示されていないが、ネットワークシステム２は、従来のテレコミュニケーションネッ
トワーク、例えば、ＧＳＭベースのセルラー公衆地上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ）又は
公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）に接続されてもよい。種々のネットワークが適当
なインターフェイス及び／又はゲートウェイを経て互いに相互接続されてもよい。
【００１７】
　以下の実施形態は、図１のＧＧＳＮ１６において実施することができ、より詳細には、
ＧＧＳＮのデータ処理ユニット１１により実施することができる。しかしながら、この実
施形態は、ネットワーク２の他のネットワークノード、例えば、ＳＧＳＮ１４及びＲＮＣ
７に適用されてもよいことを理解されたい。又、この実施形態は、移動ステーション１に
適用されてもよい。
【００１８】
　本発明の実施形態は、前記問題、即ちＧＧＳＮ又は同様のノードによる断片化ＩＰパケ
ットのパケット分類に向けられる。
【００１９】
　多数の断片４２に断片化されたＩＰパケット４０を示す図２を参照して説明する。元の
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ＩＰパケットは、ＩＰヘッダ５２を有する。全ての断片もＩＰヘッダ５０を有し、付加的
なＩＰレベルヘッダを有してもよい。断片４２は、断片化に関する情報を含む。ＩＰｖ６
の場合には、断片ヘッダ５０が、断片化から生じるＩＰパケットに追加される。断片ヘッ
ダ５０は、例えば、全ての断片において同一の識別情報を含む（同じソースアドレス及び
行先アドレスも有する）。ＩＰｖ４の場合には、この情報は、ＩＰｖ４ヘッダに含まれる
。ＩＰｖ６断片ヘッダは、ＲＦＣ２４６０においてＩＥＴＦで指定される。ＩＰｖ４は、
ＲＦＣ７９１においてＩＥＴＦで指定される。
【００２０】
　ＩＰｖ６の場合には、送信者だけがＩＰｖ６パケットを断片化することが許される。断
片化で生じる全てのＩＰｖ６パケットは、例えば、ＩＰｖ６パケットのソースアドレス及
び行先アドレスを含むＩＰｖ６ヘッダと、おそらくはホップごとに処理されねばならない
ＩＰレベルヘッダ、即ち行先ノードによるだけではなく経路に沿った付加的なノードによ
り処理されねばならないＩＰレベルヘッダとを含む。更に、上述したように、全ての断片
は、次のヘッダ、断片オフセット、Ｍフラグ（Ｍ＝１は、より多くの断片を意味し、Ｍ＝
０は、最後の断片を意味する）及び識別といった情報を伴う断片ヘッダを含む。識別は、
ソースアドレスと行先アドレスとの対に関連した全てのＩＰｖ６断片において同じである
。同じソースアドレス、行先アドレス及び識別を断片ヘッダに伴うＩＰｖ６パケットは、
同じＰＤＰコンテクストにおいて搬送されねばならない。
【００２１】
　ＩＰｖ４の場合には、経路に沿った他のノードも、断片化を実行することが許される。
断片化が実行される場合には、ＩＰｖ４ヘッダは、断片化に関する情報、例えば、ソース
アドレス／行先アドレス対に関連した全ての断片に対して同じ識別を含む。同じソースア
ドレス、行先アドレス及び識別をもつＩＰｖ４パケットは、同じＰＤＰコンテクストにお
いて搬送されねばならない。
【００２２】
　通常、ＧＧＳＮ１６は、最初にパケット分類に必要な情報を含む断片４２’を受信する
。パケット分類５４に必要な情報を含む断片は１つだけであることが考えられる。これは
、例えば、パケット分類を搬送層情報、例えば、ＴＯＰ又はＵＤＰポート番号で実行しな
ければならない場合である。この場合、一次又は二次ＰＤＰコンテクストに関連したＴＦ
Ｔ又はパケット分類子の１つは、搬送層情報を含む。しかしながら、ＩＰネットワークで
は、ＧＧＳＮが最初に他の断片を受信し、そして必要な情報を含む断片が後で到着するこ
とが考えられる。ＧＧＳＮが、全ての断片において得られない情報でパケットを分類すべ
き場合には、ＧＧＳＮは、必要な情報を伴う断片を受信するまで待機しなければならない
。この断片が受信されると、ＧＧＳＮは、同じ行先アドレス、ソースアドレス及び識別情
報を伴う全ての断片をどのＰＤＰコンテクストにおいてＵＥに向かって送信すべきかを知
る。
【００２３】
　ＧＧＳＮは、断片化について、好ましくはＩＰｖ６ヘッダ及び断片ヘッダから又はＩＰ
ｖ４ヘッダからの情報をＰＤＰコンテクスト情報と一緒に記憶装置１５に記憶する。より
詳細には、ＧＧＳＮは、ソースアドレス及び識別情報を記憶し、そして記憶された情報を
使用して、正しいＰＤＰコンテクストに対して断片を分類する。最低限、ＧＧＳＮは、断
片ヘッダからの識別情報を記憶する。行先アドレス又はその一部分は、ＧＧＳＮによりパ
ケット分類におけるＰＤＰアドレスとしてチェックされることに注意されたい。必要な情
報を含む断片４２’が最初に到着しない場合には、ＧＧＳＮは、この情報を含む断片を受
信するまで断片をバッファしなければならない。
【００２４】
　異常の場合、例えば、ＧＧＳＮのバッファがオーバーフローしたときには、ＧＧＳＮは
、古い断片を最も適当なＰＤＰコンテクスト（例えば、ＴＦＴが存在する場合にそれを含
まないＰＤＰコンテクスト、又はＱｏＳが最低のＰＤＰコンテクスト）において送信する
か、或いは古い断片をドロップしてバッファスペースを新たな断片のために解放しなけれ
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ばならない。
【００２５】
　本発明の他の実施形態では、ＧＧＳＮは、パケットの分類に必要な情報を含む断片の待
機時間を制限してもよい。必要な断片を受信せずに時間限界が過ぎた場合には、ＧＧＳＮ
は、必要な断片を伴わない状態でＧＧＳＮが選択する最も適当なＰＤＰコンテクスト（例
えば、ＴＦＴが存在する場合にそれを含まないＰＤＰコンテクスト又はＱｏＳが最低のＰ
ＤＰコンテクスト）において、受信した断片を送信してもよい。
【００２６】
　ＧＧＳＮは、どのＰＤＰコンテクストにおいて断片を送信すべきか判断できない場合に
は断片をドロップすることも考えられる。断片の１つがドロップされた場合には、ＧＧＳ
Ｎは、他の関連する断片を全てドロップしてもよい。いずれかの断片が欠落した場合には
、ＵＥは、元のパケットを形成することができない。この場合、いずれかの断片がドロッ
プされた場合にＧＧＳＮにより全ての断片をドロップすると、無線リソースをセーブする
ことができる。というのは、不必要な断片が無線経路を経てＵＥに送信されないからであ
る。
【００２７】
　ＧＧＳＮは、同じ又は異なる行先に意図された多数の異なる断片を同時に取り扱いでき
ることを理解されたい。
【００２８】
　本発明による方法を以下に説明する。ステップＳ１では、パケット断片が受信される。
ステップＳ２では、そのパケット断片が、パケット分類に必要な情報を含むかどうか調べ
るためにチェックが行われる。もしそうであれば、次のステップは、ステップＳ３であり
、ここでは、その断片からの情報がＰＤＰコンテクスト情報に関連して記憶される。この
パケット断片は、ステップＳ４で、必要なＰＤＰコンテクストにおいて送信される。
【００２９】
　パケット断片がパケット分類に必要な情報を含まない場合には、ステップＳ５において
、同じソースアドレス、行先アドレス及び識別を有する異なるパケット断片で情報が既に
受信されたかどうか調べるためのチェックが行われる。もしそうであれば、パケット断片
がステップＳ６で必要なＰＤＰコンテクストにおいて送信される。もしそうでなければ、
パケット断片がステップＳ７でバッファに記憶される。ステップＳ３では、同じソースア
ドレス、行先アドレス及び識別を有する断片がバッファに存在するか、又はパケット分類
に必要な情報を伴うパケット断片を待機しているかどうか調べるためのチェックも行われ
る。このような断片が記憶されている場合には、それらも、必要なＰＤＰコンテクストに
おいて送信される。
【００３０】
　本発明の実施形態をパケット断片に関して説明したが、本発明の実施形態は、必要なＰ
ＤＰコンテクストを識別する情報を全てが含むものではない関連パケットのような他のパ
ケットエンティティにも使用できることが明らかであろう。
【００３１】
　本発明の好ましい実施形態は、ＰＤＰアドレスに関して説明した。本発明の実施形態は
、他の形式のアドレスにも使用できることが明らかであろう。
【００３２】
　本発明の実施形態は、第三世代のＧＰＲＳ及び／又はＵＭＴＳに関連して説明したが、
本発明の実施形態は、他の適当な規格にも適用できることが明らかであろう。又、論理的
接続は、論理的関連性又はビットパイプと称されてもよい。
【００３３】
　以上、本発明の実施形態について述べたが、特許請求の範囲に規定された本発明の範囲
から逸脱せずに、上述した解決策に対して多数の種々の変更や修正がなされ得ることに注
意されたい。
【図面の簡単な説明】
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【００３４】
【図１】本発明の実施形態を使用できる通信ネットワークを示す図である。
【図２】断片パケットに分割されたパケットを示す図である。
【図３】フローチャートである。

【図１】 【図２】
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